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議案第９７号 

東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定の

期間の変更について 

上記の議案を提出する。 

令和７年１１月２６日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定の

期間の変更について 

 東京都板橋区立企業活性化センターの指定管理者の指定の期間を下記

のとおり変更する。 

                記                 

 １ 公の施設の名称及び所在地 

   東京都板橋区立企業活性化センター 

   東京都板橋区舟渡一丁目１３番１０号 

２ 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 

  板橋区起業支援フォーラム有限責任事業組合 

  東京都板橋区小茂根三丁目６番２３－４０２号 

 ３ 指定の期間 

   変更前 令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 

   変更後 令和３年４月１日から令和９年３月３１日まで 

    

 （提案理由） 

企業活性化センターの指定管理者の指定の期間を変更する必要がある。 

  なお、この議案は、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき 

 提出するものである。 


